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１ 保険給付の財源

（１）保険料負担割合
保険給付を行うための財源は、下図のとおり公費（国・都・本市の支出金）

と保険加入者の保険料で賄われています。保険給付の費用は原則として２分の
１を公費で、残る２分の１を第１号被保険者（ 歳以上の方）、第２号被保険
者（ 歳以上 歳未満の医療保険加入者）の方々から徴収する保険料で賄う
こととなっています。なお、地域支援事業のうち包括的支援事業等については
第２号被保険者の負担はなく、その分が公費で補填されます。第１号被保険者
の負担割合は変わりません。

図表６－１ 介護費用の負担区分

図表６－２ 地域支援事業の負担区分
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（３）地域支援事業の見込み
介護予防・日常生活支援総合事業を含む地域支援事業に関する見込みは、

次のとおりです。

単位：千円

項目 平成 年度 平成 年度 平成 年度

（１）介護予防・日常生活支援総合事業
訪問型サービス
通所型サービス
その他生活支援サービス
介護予防ケアマネジメント
審査支払手数料
高額介護予防サービス費相当事業等
一般介護予防事業

（２）包括的支援事業及び任意事業
包括的支援事業
高齢者あんしん相談センター運営
在宅医療・介護連携推進事業
生活支援体制整備事業
認知症初期集中支援推進事業
認知症地域支援・ケア向上事業
地域ケア会議推進事業

任意事業
介護給付費適正化事業
家族介護支援事業
その他の事業

合 計
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て適切ではありません。そこで、本計画期間においては、基金残高約 億６
千万円のうち安定的な保険運営のために必要な残額水準を除いた 億８千万
円を取り崩し、保険料負担の軽減を図ります。

（４）財政安定化基金
本計画期間中において、保険給付費が計画を上回る場合や社会状況の変化に

よる保険料収入の低下により、保険者が資金不足に陥った場合に備え、国・都・
保険者が３分の１ずつ拠出して、都道府県に財政安定化基金が設けられていま
す。都道府県は拠出金を原資に基金へ積み立て、保険者が資金不足に陥った場
合、保険給付に必要な資金を基金から貸し付けます。貸し付けを受けた保険者
は次の事業計画期間に返済に必要な額を加算して保険料を定め、基金に借入金
を返済することになります。
本市では、適切に保険給付費を見込み安定的な介護保険制度運営を図ってお

り、第６期計画期間において資金不足は生じていないことから借り入れは行っ
ていません。

２ 第７期介護保険料の所得段階別設定
被保険者の負担能力には差があるため介護保険料は一律ではなく、市民税の

課税状況や収入・所得の状況により段階別に振り分けを行ったうえで保険料を
定めています。所得段階別保険料を定める際には所得段階別の人数割合を勘案
し、ある所得段階の保険料を引き下げた場合には、他の所得段階の保険料を引
き上げ、全体で第１号被保険者の負担割合を確保できるよう定めなければなり
ません。
第７期では第６期に引き続き、所得段階別人数分布に基づき、所得段階の区

分金額の見直しを図ります。
介護保険法における所得段階は９区分が標準で、第９段階の保険料は本人の

基準所得金額が 万円以上の場合は一律で同額となっています。そこで、本
市では市民税課税層を細分化し、負担能力に応じた保険料の設定を行うため、
区分への多段階化を図っています。
なお、所得段階のうち第１段階の方（生活保護受給者、市民税世帯非課税の

老齢福祉年金受給者及び市民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の
合算額が 万円以下の方）については、国庫負担による軽減措置により保険
料基準額に対する保険料の割合を 軽減しています。

八王子市高齢者計画・第７期介護保険事業計画

第１号被保険者と第２号被保険者の保険料負担割合は、全国の第１号被保険
者と第２号被保険者の人口割合により３年ごとに決定されます。本計画期間に
おける負担割合は、第１号被保険者が ％、第２号被保険者が ％となって
います。
したがって、本計画においては今後３年間の保険給付総額の ％を賄うよう、

第１号被保険者の保険料水準を定めなければなりません（調整交付金の減額分
を除く）。

（２）調整交付金
標準給付費における国の負担割合のうち５％（全国平均）は調整交付金とし

て支出されます。調整交付金は全国の保険者の財政格差を調整する目的で設け
られており、第１号被保険者における年齢区分別（ 歳～ 歳、 歳～
歳、 歳以上）加入割合や所得段階別人数割合によって国からの調整交付金が
増減します。
年齢の高い区分の高齢者の加入割合が全国平均よりも高い場合は、より多く

保険給付を見込む必要があり保険料の増加につながるため、これを軽減する目
的で調整交付金が多く交付されます。また、所得段階別の人数割合を全国平均
と比較し、所得段階が高い方の割合が高ければ保険料の負担能力も高いと考え
られるため、調整交付金は少なくなります。
本市では被保険者における年齢の高い区分の高齢者加入割合が全国平均より

も低く、所得段階別の人数割合では高い方の割合が全国平均よりも高いため、
交付割合は５％を下回っています。この調整交付金の減額分は、第１号被保険
者の保険料で賄うこととなります。
本計画においては、本市の調整交付金の交付割合を ％（３か年平均）と

推計しており、５％との差である ％分は第１号被保険者の負担割合（ ％）
に加算して負担することになります。

（３）介護給付費準備基金
保険者である市区町村は、介護給付費準備基金を設けて本計画期間の初年度

に発生が見込まれる余剰金を積み立てる一方、給付費の不足が生じた場合に取
り崩しを行うなど、被保険者に安定して保険給付を提供するよう努めています。
基金は保険財政の安定を図るために大切な役割を果たしていますが、必要以

上の基金残高を保有することは、保険給付のために徴収した保険料の使途とし
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第１号被保険者の所得段階別保険料は、次のとおりです。

図表６－４ 第１号被保険者の所得段階別保険料

所得
段階 対象者

第 期
保険
料率 保険料

第１
段階

生活保護受給者及び市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
市民税世帯非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額
の合算額が 万円以下の方

円
（月額 円）

第２
段階

市民税世帯非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額
の合算額が 万円以下の方

円
（月額 円）

第３
段階 世帯全員が市民税非課税で、上記以外の方 円

（月額 円）

第４
段階

本人が市民税非課税で、世帯に市民税課税の方がいて、本人の
課税年金収入額と合計所得金額の合算額が 万円以下の方

円
（月額 円）

第５
段階 本人が市民税非課税で、上記以外の方 円

（月額 円）

第６
段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 万円未満の方 円

（月額 円）

第７
段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 万円未満の方 円

（月額 円）

第８
段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 万円未満の方 円

（月額 円）

第９
段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 万円未満の方 円

（月額 円）

第
段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 万円未満の方 円

（月額 円）

第
段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 万円未満の方 円

（月額 円）

第
段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 万円未満の方 円

（月額 円）

第
段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 万円未満の方 円

（月額 円）

第
段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 万円以上の方 円

（月額 円）

※基準額（年額）は 円です。各所得段階の保険料（年額）は、基準額（年額）に保険料率をか
けて 円単位で端数処理しています（ 円未満切り捨て、 円以上切り上げ）。

※保険料（月額）は、第５段階を除き年額を か月で割ったものを表示しています（小数点以下四捨
五入）。

※「合計所得金額」は、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医
療費控除などの所得控除をする前の金額です。土地売却等に係る特別控除がある場合は、特例として、
合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用います。
また、第１段階から第５段階については、更に年金に係る所得を引いた額を用いて算出します。

八王子市高齢者計画・第７期介護保険事業計画

３ 第７期介護保険料の基準額

（１）保険料基準額の算定方法
第７期保険料基準額の算定は以下のとおりです。
まず今後３年間の標準給付費、地域支援事業費見込額の合計（Ａ）に第１号

被保険者負担割合（ ％）を掛けて第１号被保険者負担分相当額（Ｂ）を求め
ます。次に本来の交付割合による調整交付金相当額と実際に交付が見込まれる
調整交付金見込額の差（Ｃ－Ｄ）、都の財政安定化基金への償還金（Ｅ）を足し、
基金取崩の額（Ｆ）を引きます。
この保険料収納必要額を予定保険料収納率と被保険者数、月数で割ったもの

が第１号被保険者の基準額（月額）となります。

図表６－３ 保険料基準額の算定方法

項 目 金 額（千円）
標準給付費＋地域支援事業費計〔 〕

第１号被保険者負担分相当額〔 〕＝〔 〕× ％

調整交付金相当額〔 〕

調整交付金見込額〔 〕

財政安定化基金償還金〔 〕※１

介護給付費準備基金取崩額〔 〕

保険料収納必要額〔 〕
＝〔 〕＋〔 〕－〔 〕＋〔 〕－〔 〕

項 目 数 値
保険料収納必要額（ ） 千円

予定保険料収納率（ ）
所得段階別加入割合補正後被保険者数（ ）
※２ 人

第７期の第１号被保険者の介護保険料の基準額
保険料（ ）（月額）
（ ）＝（ ）÷（ ）÷（ ）÷ か月

円

※１本市は財政安定化基金からの借り入れを行っていないため、償還金（基金への返済）はありません。
※２第１号被保険者保険料に不足を生じないよう、所得段階ごとに人数と保険料率を乗じた数の合計
（＝所得段階別加入割合補正後被保険者数）を被保険者数とみなして基準額を算定します。
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第１号被保険者の所得段階別保険料は、次のとおりです。
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所得
段階 対象者

第 期
保険
料率 保険料

第１
段階

生活保護受給者及び市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
市民税世帯非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額
の合算額が 万円以下の方

円
（月額 円）

第２
段階

市民税世帯非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額
の合算額が 万円以下の方

円
（月額 円）

第３
段階 世帯全員が市民税非課税で、上記以外の方 円

（月額 円）

第４
段階

本人が市民税非課税で、世帯に市民税課税の方がいて、本人の
課税年金収入額と合計所得金額の合算額が 万円以下の方

円
（月額 円）

第５
段階 本人が市民税非課税で、上記以外の方 円

（月額 円）

第６
段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 万円未満の方 円

（月額 円）

第７
段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 万円未満の方 円

（月額 円）

第８
段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 万円未満の方 円

（月額 円）

第９
段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 万円未満の方 円

（月額 円）

第
段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 万円未満の方 円

（月額 円）

第
段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 万円未満の方 円

（月額 円）

第
段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 万円未満の方 円

（月額 円）

第
段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 万円未満の方 円

（月額 円）

第
段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 万円以上の方 円

（月額 円）

※基準額（年額）は 円です。各所得段階の保険料（年額）は、基準額（年額）に保険料率をか
けて 円単位で端数処理しています（ 円未満切り捨て、 円以上切り上げ）。

※保険料（月額）は、第５段階を除き年額を か月で割ったものを表示しています（小数点以下四捨
五入）。

※「合計所得金額」は、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医
療費控除などの所得控除をする前の金額です。土地売却等に係る特別控除がある場合は、特例として、
合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用います。
また、第１段階から第５段階については、更に年金に係る所得を引いた額を用いて算出します。
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３ 第７期介護保険料の基準額

（１）保険料基準額の算定方法
第７期保険料基準額の算定は以下のとおりです。
まず今後３年間の標準給付費、地域支援事業費見込額の合計（Ａ）に第１号

被保険者負担割合（ ％）を掛けて第１号被保険者負担分相当額（Ｂ）を求め
ます。次に本来の交付割合による調整交付金相当額と実際に交付が見込まれる
調整交付金見込額の差（Ｃ－Ｄ）、都の財政安定化基金への償還金（Ｅ）を足し、
基金取崩の額（Ｆ）を引きます。
この保険料収納必要額を予定保険料収納率と被保険者数、月数で割ったもの

が第１号被保険者の基準額（月額）となります。

図表６－３ 保険料基準額の算定方法

項 目 金 額（千円）
標準給付費＋地域支援事業費計〔 〕

第１号被保険者負担分相当額〔 〕＝〔 〕× ％

調整交付金相当額〔 〕

調整交付金見込額〔 〕

財政安定化基金償還金〔 〕※１

介護給付費準備基金取崩額〔 〕

保険料収納必要額〔 〕
＝〔 〕＋〔 〕－〔 〕＋〔 〕－〔 〕

項 目 数 値
保険料収納必要額（ ） 千円

予定保険料収納率（ ）
所得段階別加入割合補正後被保険者数（ ）
※２ 人

第７期の第１号被保険者の介護保険料の基準額
保険料（ ）（月額）
（ ）＝（ ）÷（ ）÷（ ）÷ か月

円

※１本市は財政安定化基金からの借り入れを行っていないため、償還金（基金への返済）はありません。
※２第１号被保険者保険料に不足を生じないよう、所得段階ごとに人数と保険料率を乗じた数の合計
（＝所得段階別加入割合補正後被保険者数）を被保険者数とみなして基準額を算定します。
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第６章 介護保険料の考え方

４ 利用者負担の軽減

（１）特定入所者介護サービス費の支給（食費・居住費の利用者負担額軽減制度）

介護保険施設、短期入所サービスを利用する際の食費と居住費（滞在費）
は原則として全額自己負担になりますが、所得の低い方の施設利用が困難と
ならないよう、下表に該当する方は負担限度額までの自己負担とするもので
す。超えた分は「特定入所者介護サービス費（補足給付）」として介護保険か
ら給付します。

図表６－６ 負担限度額（日額）

利用者負担段階
食費の
負担
限度額

居住費等の負担限度額

ユニット型
個室

ユニット
型個室的
多床室

従来型
個室 多床室

第
段階

生活保護受給者または、
老齢福祉年金受給者で
世帯全員が市民税非課税の方

円 円 円 円
円 円

第
段階

世帯全員が市民税非課税で、
課税・非課税年金収入額と
合計所得金額の合計が 万円
以下の方

円 円 円 円
円 円

第
段階

世帯全員が市民税非課税で、
上記第 、 段階以外の方 円 円 円 円

円 円

※通所サービスにおける食事負担は除きます。
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は（ ）内の金額と
なります。

また、これまで認知症高齢者グループホームは利用者負担軽減制度の対象外
であったことから、本市独自の軽減施策として、新たに特定入所者介護サービ
ス費の支給額を限度とした助成を行います。

（２）高額介護サービス費の支給

同月内に利用したサービスの利用者負担（１割、２割又は３割）の合計金
額が高額になり利用者負担の上限額を超えたときには、申請により超えた分
を「高額介護サービス費」として支給します。同じ世帯内にサービス利用者
が複数いる場合、世帯の利用者負担の合計額が、上限額を超えた分について
支給します。
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保険料基準額 円の内訳は、次のとおりです。

図表６－５ 保険料基準額の内訳

区分
第６期

（平成 ～ 年度）
第７期

（平成 ～ 年度）

負担割合 保険料
／月（円） 負担割合 保険料

／月（円）
介護給付費 ％ ％
地域支援事業費 ％ ％
保険料必要額 計
給付準備基金取り崩し △ △
保険料基準額（月額）

（２）介護保険料の減免・徴収猶予
震災・火災などの災害で著しい損害が生じた、あるいは世帯の生計を主とし

て維持する方の長期入院などで収入が著しく減少し、介護保険料の支払いが困
難になった場合は、申請に基づいて保険料の減免や徴収猶予を行います。

高齢者の皆さんにボランティア活動を通じて、地域に貢献する喜びを
味わいながら、ますますお元気に過ごしていただこうと｢高齢者ボランテ
ィア・ポイント制度｣を実施しています。
ご自身の健康維持につなげていただけるだけでなく、毎年３月までに

行った活動の成果を申請して、最高 円相当のお買物券等や最高
円の交付金と交換することもできます。既にボランティア活動を

されている方も、これから活動を始めてみようという方も、是非ご参加
ください。

【対象】八王子市にお住まいの 歳以上の方
（介護保険の要介護・要支援認定者及び事業対象者を除く）

【主な活動】○施設で行うレクリエーション等の指導・参加支援
【主な活動】○施設の催事に関する手伝い ○話し相手 など

ボランティア活動をしてみませんか？
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第６章 介護保険料の考え方

４ 利用者負担の軽減

（１）特定入所者介護サービス費の支給（食費・居住費の利用者負担額軽減制度）

介護保険施設、短期入所サービスを利用する際の食費と居住費（滞在費）
は原則として全額自己負担になりますが、所得の低い方の施設利用が困難と
ならないよう、下表に該当する方は負担限度額までの自己負担とするもので
す。超えた分は「特定入所者介護サービス費（補足給付）」として介護保険か
ら給付します。
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円 円
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また、これまで認知症高齢者グループホームは利用者負担軽減制度の対象外
であったことから、本市独自の軽減施策として、新たに特定入所者介護サービ
ス費の支給額を限度とした助成を行います。

（２）高額介護サービス費の支給

同月内に利用したサービスの利用者負担（１割、２割又は３割）の合計金
額が高額になり利用者負担の上限額を超えたときには、申請により超えた分
を「高額介護サービス費」として支給します。同じ世帯内にサービス利用者
が複数いる場合、世帯の利用者負担の合計額が、上限額を超えた分について
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保険料基準額 円の内訳は、次のとおりです。

図表６－５ 保険料基準額の内訳
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（平成 ～ 年度）
第７期

（平成 ～ 年度）

負担割合 保険料
／月（円） 負担割合 保険料

／月（円）
介護給付費 ％ ％
地域支援事業費 ％ ％
保険料必要額 計
給付準備基金取り崩し △ △
保険料基準額（月額）

（２）介護保険料の減免・徴収猶予
震災・火災などの災害で著しい損害が生じた、あるいは世帯の生計を主とし

て維持する方の長期入院などで収入が著しく減少し、介護保険料の支払いが困
難になった場合は、申請に基づいて保険料の減免や徴収猶予を行います。

高齢者の皆さんにボランティア活動を通じて、地域に貢献する喜びを
味わいながら、ますますお元気に過ごしていただこうと｢高齢者ボランテ
ィア・ポイント制度｣を実施しています。
ご自身の健康維持につなげていただけるだけでなく、毎年３月までに

行った活動の成果を申請して、最高 円相当のお買物券等や最高
円の交付金と交換することもできます。既にボランティア活動を

されている方も、これから活動を始めてみようという方も、是非ご参加
ください。

【対象】八王子市にお住まいの 歳以上の方
（介護保険の要介護・要支援認定者及び事業対象者を除く）

【主な活動】○施設で行うレクリエーション等の指導・参加支援
【主な活動】○施設の催事に関する手伝い ○話し相手 など

ボランティア活動をしてみませんか？
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第７章 計画の推進体制

第７章 計画の推進体制

１ 計画の推進

（１）基本的な考え方
本計画は、高齢者に関する総合的な計画であり、対象となる事業も広範に

わたるため、行政のみならず民間団体や福祉・保健・医療・介護・防災など、
各機関との連携が欠かせないものになります。関係機関や市民、地域団体に
計画の趣旨や内容の周知を行い、連携の強化、協力体制づくりを進めていき
ます。
また、『八王子ビジョン 』、『地域福祉計画』など各種関連計画の推進

と整合を図り、関係各課の連携を強化して事業を推進します。

（２）情報発信
介護保険サービス、健康づくりや介護予防に関する保健事業・福祉事業・

地域福祉活動など、様々なサービスや制度の周知とあわせ、本計画について
市民の理解を深めるため、広報紙やパンフレット、ホームページ及びソーシ
ャルネットワーキングサービス（ ） などの多様な媒体や出前講座・説
明会の開催などを通じて、積極的に情報発信・広報活動を行っていきます。

（３）計画推進にあたって
計画を確実に推進していくには、各機関や関連団体との連携が重要です。
また、地域の様々な問題に横断的に取り組むには、行政のみならず、市民

が自ら考え、参加する必要があります。そのため、町会・自治会、社会福祉
協議会や などの団体とも協力を深め、人材の確保・育成をめざします。
そのほか、住民主体による活動や団体など、地域の社会資源を有効に活用

するとともに、地域の担い手・支え手の掘り起こしを実施するなど、本市の

ソーシャルネットワーキングサービス（ ）（そーしゃるねっとわーきんぐさーびす（えすえぬ
えす）） ページ参照
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図表６－７ 高額介護サービス費の区分と上限額

所得区分 上限額
現役並み所得者 円
市民税課税世帯の方 円
世帯全員が市民税非課税の方 円

①本人の課税年金収入額と合計所得金額が 万円以下の方
②老齢福祉年金受給者の方

円
（個人）

生活保護受給者 円
（個人）

※区分支給限度基準額を超える利用者負担分及び福祉用具購入、住宅改修、施設サービスでの食費・居
住費・日常生活費などは対象になりません。

※市民税課税世帯の方のうち、世帯内の全被保険者の利用者負担が１割の方は、平成 年 月から３
年間、年間上限額が 円となっています。

（３）高額医療合算介護サービス費の支給（高額医療・高額介護合算制度）

医療保険と介護保険両方の自己負担額が高額になった場合、限度額を超え
た分を高額医療合算介護サービス費として支給します。同じ医療保険の世帯
内で、医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯で、年間（８月～翌
年７月）自己負担額（高額療養費、高額介護サービス費を差し引いた額）を
合算した額が、医療保険者の設定した限度額を超えたときに該当となります。

（４）生計困難者等に対する介護保険利用者負担軽減制度

本市では、所得が低く生計が困難な方に対し、介護保険サービスの利用者
負担額を軽減しています。収入及び預貯金額が少なく、親族の扶養を受けて
いないなど、生計が困難な利用者が、利用者負担額の軽減を行っている事業
者で対象となる介護サービスを受けるとき、サービス利用にかかる介護費負
担・食費負担・居住費（滞在費）負担が４分の３（老齢福祉年金受給者は２
分の１）に軽減する制度です。
生活保護受給者においては、特別養護老人ホーム・短期入所生活介護（予

防含む）において個室を利用する場合のみ軽減が適用され、居住費（滞在費）
負担の全額が軽減されます。
軽減額の半額を事業者が負担する制度のため、軽減制度の対象となる事業

者は限られていますが、本市では引き続き本事業への協力を各事業者に求め
ていきます。
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